
フ
ラ
ン
ス
の
環
境
団
体
訴
権

伊

藤

浩

一
　
は
じ
め
に

　
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
組
織
に
は
、
司
法
権
に
属
す
る
司
法
裁
判
所
と
執
行
権
に
属
す
る
行
政
裁
判
所
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
一
一
元
的
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
エ
〉

判
制
度
が
と
ら
れ
て
い
る
。
司
法
裁
判
所
は
破
殿
院
（
∩
O
口
「
　
α
O
　
　
O
鶴
ω
螢
島
O
昌
）
を
頂
点
と
し
、
民
事
裁
判
所
と
刑
事
裁
判
所
に
分
か
れ

る
。
民
事
裁
判
の
手
続
き
は
新
民
事
訴
訟
法
典
（
2
2
＜
。
髭
。
a
o
α
。
胃
8
＆
目
。
。
一
≦
一
。
）
に
従
う
。
刑
事
裁
判
の
手
続
き
は
刑
事
訴
訟

法
典
（
O
o
傷
。
ユ
。
胃
。
。
巴
9
。
づ
9
巴
。
）
に
従
い
、
付
帯
私
訴
の
制
度
が
あ
る
。
行
政
裁
判
所
で
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
（
O
o
昌
ω
巴
O
．
国
霞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
最
高
法
院
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
同
時
に
法
的
問
題
に
関
す
る
政
府
の
諮
問
機
関
で
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
裁
判
制
度
の
中
で
、
環
境
団
体
訴
権
は
環
境
団
体
に
有
利
な
よ
う
に
特
別
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
田
。
居
は
、
早
く
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

環
境
法
の
原
則
の
一
つ
で
あ
る
参
加
原
則
の
中
に
環
境
団
体
を
位
置
づ
け
、
環
境
団
体
訴
権
も
そ
こ
で
扱
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

環
境
団
体
訴
権
を
参
加
原
則
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
理
由
は
環
境
団
体
訴
権
が
特
別
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
以
下
、
行
政
裁
判
所
へ
の
訴
権
（
二
）
、
司
法
裁
判
所
へ
の
訴
権
（
三
）
、
共
同
代
理
訴
権
（
四
）
の
順
に
紹
介
す
る
。
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説論

二
　
行
政
裁
判
所
へ
の
訴
権

　
1
　
は
じ
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
行
政
訴
訟
は
、
行
政
裁
判
所
に
対
す
る
申
立
で
あ
り
、
行
政
機
関
に
対
す
る
不
服
申
立
（
§
o
∈
窃
　
巴
a
昌
冨
騎
馬
）
と
は
区
別
さ
れ

る
。
行
政
訴
訟
は
、
伝
統
的
に
四
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
第
「
に
取
消
訴
訟
（
『
O
O
O
＝
昌
O
融
き
昌
＝
一
戸
二
〇
昌
）
、
第
二
に
完
全
裁
判
訴
訟
（
8
§
巳
・
巽

匹
。
で
巨
器
」
鼠
§
臨
8
）
、
第
三
に
司
法
裁
判
所
の
事
件
に
お
い
て
行
政
行
為
が
先
決
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
、
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官

が
行
政
裁
判
所
に
対
し
て
そ
の
行
政
行
為
の
解
釈
ま
た
は
適
法
性
の
評
価
を
求
め
る
解
釈
訴
訟
（
8
昌
§
ユ
。
髪
自
。
一
．
葺
。
§
欝
宕
鵠
）
、

お
よ
び
、
第
四
に
公
物
管
理
に
関
す
る
犯
罪
を
し
た
人
に
罰
金
刑
を
加
え
る
処
罰
訴
訟
（
8
5
§
二
身
×
ユ
。
『
嵐
鷺
ψ
臨
0
5
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
環
境
団
体
の
訴
権
と
関
わ
る
の
は
取
消
訴
訟
と
完
全
裁
判
訴
訟
で
あ
る
。

　
取
消
訴
訟
は
実
際
上
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
越
権
訴
訟
（
「
0
8
日
置
ω
噂
。
霞
。
×
。
窃
O
。
噂
2
＜
o
凶
「
）
で
あ
り
、
越
権
訴
訟
は
、
行
政
行
為
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

適
法
性
の
原
則
に
従
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
一
方
的
行
政
決
定
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
↓
般
法
上
の
訴
訟
で
あ
る
。
①
行
政
処
分
と
そ
れ
が

従
う
法
規
範
と
の
照
合
を
す
る
こ
と
、
②
行
政
処
分
が
根
拠
条
文
に
一
致
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
③
違
法
と
認

め
ら
れ
た
行
政
処
分
を
取
り
消
す
こ
と
を
裁
判
官
に
求
め
る
と
き
に
は
、
越
権
訴
訟
に
よ
る
。

　
完
全
裁
判
訴
訟
は
、
行
政
機
関
の
選
挙
に
関
す
る
訴
訟
も
そ
の
中
に
は
い
る
が
、
契
約
に
関
す
る
訴
訟
お
よ
び
損
害
賠
償
責
任
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

す
る
訴
訟
が
も
っ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
①
住
民
に
権
利
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
、
②
住
民
が
そ
の
権
利
を
不
当
に
侵
害
さ
れ
た

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
③
そ
の
権
利
の
回
復
に
必
要
な
措
置
を
命
じ
る
こ
と
を
裁
判
官
に
求
め
る
と
き
に
は
、
完
全
裁
判

訴
訟
に
よ
る
。
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フランスの環境団体訴権

　
2
　
越
権
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
取
消
の
対
象
と
な
る
行
為
は
行
政
行
為
で
あ
り
、
行
政
処
分
（
亀
菖
蒲
O
昌
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
原
告
に
は
訴
え
の
利

益
が
必
要
で
あ
る
。
訴
え
の
利
益
は
、
原
告
が
取
消
判
決
を
得
る
こ
と
に
利
益
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
処
分

が
原
告
の
個
人
的
な
状
況
に
影
響
を
も
た
ら
し
、
そ
の
行
政
処
分
が
取
り
消
さ
れ
れ
ば
そ
の
状
況
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
、
そ
れ
で
足
り
る
。

　
訴
え
の
利
益
は
、
①
物
的
で
あ
っ
て
も
、
精
神
的
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
②
個
人
的
（
稀
『
。
・
。
き
巴
で
あ
る
必
要
は
あ
る
が
、
排

他
的
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
③
私
的
で
あ
っ
て
も
、
公
的
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。
そ
し
て
、
④
十
分
に
重
要
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
0
）

こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
。

　
法
人
に
つ
い
て
は
、
法
人
固
有
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
や
、
そ
の
擁
護
を
定
款
上
の
使
命
と
す
る
集
団
的
利
益
が
侵
害
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

場
合
に
も
、
越
権
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
人
格
を
有
し
な
い
社
団
に
つ
い
て
も
、
判
例
は
こ
の
原
則
を
準
用
す
る
よ
う

　
　
（
1
2
∀

で
あ
る
。

　
環
境
法
典
L
一
四
ニ
ー
一
条
は
、
自
然
保
護
お
よ
び
環
境
保
護
を
目
的
と
す
る
団
体
（
舘
g
噂
0
0
一
”
臨
O
嶺
）
が
行
政
裁
判
所
に
不
服
申
立

で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
（
一
項
）
、
認
証
さ
れ
た
団
体
（
”
。
・
。
・
a
9
二
8
櫛
鷺
瓜
。
）
の
目
的
お
よ
び
定
款
上
の
活
動
に
直
接
的
に
関
係

す
る
行
政
処
分
、
な
ら
び
に
、
認
証
を
得
た
地
域
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
環
境
を
破
壊
す
る
結
果
と
な
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
認
証
さ

れ
た
団
体
に
訴
え
の
利
益
を
推
定
す
る
（
二
項
）
。

　
認
証
さ
れ
て
い
な
い
団
体
も
越
権
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
訴
え
の
利
益
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
証
さ
れ

た
団
体
に
つ
い
て
訴
え
の
利
益
を
推
定
す
る
点
が
、
環
境
団
体
に
有
利
に
扱
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
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説論

　
3
完
全
裁
判
訴
訟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

　
環
境
団
体
が
提
起
す
る
の
は
、
行
政
機
関
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
限
ら
れ
よ
う
。
行
政
責
任
（
ざ
義
B
房
導
養
瓜

巴
巳
暴
冨
量
。
＞
と
し
て
、
公
法
人
（
稀
「
8
言
8
を
げ
言
己
。
⑳
）
の
責
任
の
要
件
は
損
害
、
帰
里
宮
（
巨
呈
雷
玄
葺
似
）
お
よ
び
加
害
行
為

（
琶
粛
瓜
ま
邑
。
霞
）
の
三
つ
で
あ
る
。

　
損
害
は
、
確
実
で
（
8
邑
5
）
、
直
接
的
（
傷
産
。
爵
）
で
あ
り
、
か
つ
、
被
害
者
に
固
有
の
（
。
・
書
芭
）
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
行
政
行
為
が
住
民
全
体
に
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
被
害
者
に
固
有
と
い
う
の
は
、
他
の
住
民
と
は
別
に
と
く
に
被

害
者
が
損
害
を
被
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
損
害
は
法
的
に
保
護
さ
れ
た
状
態
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
こ
と
と
い
う
要
件
が
あ
る
。

こ
の
要
件
は
、
死
亡
事
故
の
被
害
者
と
内
縁
関
係
に
あ
る
者
が
被
っ
た
損
害
を
め
ぐ
っ
て
、
か
つ
て
問
題
に
な
っ
た
。
こ
の
要
件
が
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
り

の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

　
計
測
性
は
、
不
可
抗
力
お
よ
び
偶
然
の
事
情
、
被
害
者
の
過
失
、
第
三
者
の
行
為
、
な
ら
び
に
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
危
険
の
抗
弁
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
5
）

い
う
免
責
事
由
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
三
者
の
行
為
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
こ
う
。
行
政
機
関
の
過
失
と
第
三
者
の
過
失
と
が
競
合

し
た
場
合
に
つ
い
て
、
判
例
は
、
行
政
機
関
と
第
三
者
と
が
損
害
の
共
同
惹
起
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、
判
例
に
よ

れ
ば
、
こ
の
場
合
に
行
政
機
関
と
第
三
者
と
は
、
全
部
義
務
を
負
担
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
割
合
に
応
じ
た
分
割
責
任
を
負
担
す
る
。

そ
し
て
、
被
害
者
は
行
政
機
関
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
に
は
行
政
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
、
第
三
者
に
対
し
て
は
司
法
裁
判
所
に

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
行
政
機
関
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
は
無
過
失
責
任
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
公
役
務
の
過
失
（
一
鋤
富
＝
鱒
O
Ω
穏
器
【
〈
一
〇
〇
）
は
、

公
役
務
の
債
務
の
僻
怠
、
す
な
わ
ち
、
公
役
務
の
通
常
の
遂
行
に
お
け
る
不
履
行
で
あ
っ
て
、
行
政
機
関
の
叫
人
ま
た
は
複
数
の
職
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
個
人
的
に
は
責
に
帰
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
も
の
を
い
う
。
越
権
訴
訟
に
よ
り
行
政
行
為
が
無
効
と
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さ
れ
た
結
果
と
し
て
国
が
負
担
す
る
過
失
責
任
、
ま
た
、
た
と
え
ば
汚
染
事
業
所
の
監
督
ま
た
は
監
視
に
お
け
る
不
作
為
（
旨
・
二
四
。
口
8

。
ロ
琶
。
。
舘
9
8
）
の
よ
う
に
、
規
制
を
適
用
す
る
際
に
お
け
る
権
限
不
行
使
を
理
由
と
し
て
行
政
機
関
の
過
失
責
任
を
追
及
す
る
こ

　
　
　
　
（
1
7
）

と
も
で
き
る
。

三
　
司
法
裁
判
所
へ
の
訴
権

　
環
境
団
体
は
民
事
裁
判
所
へ
も
刑
事
裁
判
所
へ
も
訴
え
を
提
起
で
き
る
。
民
事
裁
判
所
へ
の
訴
え
の
提
起
は
、
損
害
賠
償
請
求
と
差

止
請
求
が
あ
る
。
刑
事
裁
判
所
へ
の
訴
え
提
起
は
付
帯
私
訴
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
損
害
賠
償
請
求
に
限
ら
れ
る
。

フランスの環境団体訴権

　
1
　
民
事
裁
判
所
へ
の
訴
権

　
　
ω
　
損
害
賠
償
請
求

　
環
境
団
体
の
損
害
賠
償
請
求
は
、
一
般
法
つ
ま
り
民
法
の
要
件
に
従
う
。
環
境
団
体
が
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
に
は
認
証

（
卑
α
q
菰
暮
巳
）
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
し
、
環
境
団
体
が
保
護
し
て
い
る
財
産
的
ま
た
は
精
神
的
利
益
の
侵
害
を
理
由
に
損
害
賠
償

を
請
求
す
る
と
き
に
は
・
認
証
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
．
攣
認
証
を
得
る
前
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
も
、
認
証
を
得
た
環
境
団
体
は

賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
樋
。
ま
た
、
認
証
を
得
た
環
境
団
体
が
行
政
機
関
を
代
行
し
て
有
害
物
質
排
出
の
許
可
を
与
え
る
こ
と

が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
許
可
を
得
て
廃
棄
さ
れ
た
有
害
物
質
が
河
川
を
汚
染
し
た
と
き
に
、
認
証
を
得
た
環
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

団
体
は
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
賠
償
請
求
可
能
な
損
害
で
あ
る
た
め
に
は
、
損
害
は
確
実
（
8
降
2
。
口
）
で
、
個
人
的
（
鷺
同
8
目
巴
で
、
直
接
的
（
α
酵
8
日
）
で
あ
り
、
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説論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

か
つ
、
合
法
的
な
利
益
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
環
境
団
体
の
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
こ
の
点
が
争
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
認
証
を
得
た
環
境
団
体
に
つ
い
て
は
破
殿
院
は
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

く
に
直
接
性
の
要
件
を
緩
和
し
て
い
る
。
細
殿
院
民
事
第
二
部
一
九
八
七
年
五
月
二
五
日
判
決
は
、
狩
猟
期
間
中
に
狩
猟
計
画
の
指
示

に
反
し
て
ノ
ロ
ジ
カ
を
撃
っ
た
狩
猟
者
に
対
し
て
県
狩
猟
者
連
盟
が
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
っ
た
。
原
判
決
は
、
同
連
盟
が

認
証
を
得
た
と
し
て
も
、
確
実
、
個
人
的
か
つ
直
接
的
な
損
害
の
存
在
を
証
明
す
る
責
任
を
負
担
す
る
と
し
、
①
同
連
盟
が
そ
の
予
算

か
ら
例
外
的
に
支
出
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
定
の
義
務
と
は
別
の
負
担
（
ま
罵
蕊
。
）
を
証
明
し
な
い
こ
と
、
②
県
が
被
っ
た
精
神

的
損
害
と
は
別
に
同
連
盟
が
何
ら
か
の
精
神
的
損
害
を
被
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
連
盟
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
破
殿
院
は
、
認
証
さ
れ
、
自
然
保
護
を
目
的
と
す
る
公
共
機
関
の
活
動
に
参
加
す
べ
く
選
任
さ
れ
た
団
体
は
、
同
団
体
が
保
護

を
目
的
と
す
る
集
団
的
利
益
に
直
接
ま
た
は
間
接
に
損
害
を
も
た
ら
す
行
為
に
関
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
、
と
し
て
、
原
判
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

を
破
棄
し
た
。
ま
た
、
近
心
院
民
事
第
二
部
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
↓
二
日
判
決
は
、
狩
猟
計
画
に
し
た
が
っ
て
殺
害
し
た
動
物
に
印
を

付
け
る
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
罰
金
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
狩
猟
者
に
対
す
る
県
狩
猟
者
連
盟
の
損
害
賠
償
請
求
を
、
原
判
決
が
確

実
、
個
人
的
か
つ
直
接
的
な
損
害
の
証
明
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
退
け
た
の
に
対
し
て
、
保
護
を
目
的
と
す
る
集
団
的
利
益
を
直
接
ま

た
は
間
接
に
侵
害
す
る
行
為
に
つ
い
て
認
証
さ
れ
た
狩
猟
連
盟
は
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
と
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
ま
た
、
損
害
発
生
の
証
明
に
つ
い
て
、
付
帯
私
訴
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
破
手
院
刑
事
部
↓
九
九
八
年
一
〇
月
一
四
日
判
決
が
あ
る
。

指
定
施
設
で
あ
る
鶏
の
畜
殺
場
を
県
の
許
可
を
得
ず
に
拡
張
し
て
操
業
し
た
会
社
の
社
長
が
罰
金
刑
を
言
い
渡
さ
れ
る
と
同
時
に
、
付

帯
私
訴
が
認
め
ら
れ
た
事
案
で
あ
る
。
私
訴
原
告
は
、
水
お
よ
び
流
水
の
尊
重
の
推
進
、
そ
の
動
植
物
相
の
保
護
、
水
質
汚
濁
の
防
止
、

な
ら
び
に
、
利
用
者
の
利
益
の
保
護
を
目
的
と
す
る
、
認
証
を
得
た
環
境
団
体
で
あ
る
。
原
判
決
が
損
害
賠
償
請
求
を
認
容
し
た
の
に

対
し
て
、
原
判
決
が
水
質
汚
濁
を
認
定
せ
ず
に
損
害
賠
償
を
認
め
た
と
い
う
理
由
で
被
告
が
上
告
し
た
。
破
殿
院
は
、
鶏
の
畜
殺
場
の
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無
許
可
に
よ
る
拡
張
が
必
然
的
に
水
質
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
周
辺
の
水
質
を
汚
濁
さ
せ
う
る
排
水
の
増
加
を
も
た
ら
す
べ
き
も
の
で
あ

る
こ
と
を
二
審
の
裁
判
官
が
明
示
的
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
違
法
か
つ
重
大
な
拡
張
に
よ
っ
て
生
じ
る
水
質
汚
濁
に
関
す
る
結

果
に
つ
い
て
行
政
に
よ
る
公
式
の
証
明
が
な
い
こ
と
を
被
告
は
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
し
て
上
告
を
退
け
た
。

フランスの環境団体訴権

　
　
②
　
差
止
請
求

　
損
害
賠
償
請
求
と
同
様
に
、
環
境
団
体
の
差
止
め
請
求
も
、
一
般
法
で
あ
る
民
法
に
従
う
。
認
証
を
必
要
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
保

護
し
て
い
る
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
差
止
め
請
求
を
す
る
に
は
、
認
証
を
得
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
明
示
的
に
判
示
す
る
判
決
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
差
止
請
求
を
認
め
た
原
判
決
に
対
し
て
、
原
告
団
体
が

「
認
証
さ
れ
た
団
体
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
職
権
で
調
査
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
被
告
が
上
告
し
た
事
案
で
、
破
皇
院
第
一
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

事
部
一
九
九
八
年
七
月
一
六
日
判
決
は
、
原
告
団
体
が
提
訴
の
日
に
認
証
を
得
て
い
た
か
ど
う
か
は
職
権
探
知
す
べ
き
事
項
で
は
な

い
、
と
判
示
し
た
。
原
告
団
体
は
、
保
護
対
象
で
あ
る
植
物
へ
の
被
害
を
理
由
に
差
止
め
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ

る
た
め
に
は
認
証
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

　
差
止
請
求
に
お
い
て
は
、
被
告
の
行
為
に
よ
る
損
害
発
生
の
確
実
性
が
問
題
と
な
る
。
破
殿
院
第
三
民
事
部
一
九
九
六
年
一
二
月
四

　
　
（
2
6
）

日
判
決
は
、
商
業
用
建
築
物
の
建
築
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
紛
争
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
商
業
用
建
築
物
の
建
築
許
可
を
取
得
し
た
会
社
か
ら
そ
の
許
可
証
を
譲
り
受
け
た
被
告
会
社
が
建
築
工
事

を
開
始
し
た
の
に
対
し
、
口
①
富
の
谷
保
護
団
体
お
よ
び
〉
。
・
需
9
団
体
の
二
団
体
が
、
建
築
物
の
環
境
へ
の
影
響
を
主
張
し
て
、
工
事

遂
行
禁
止
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。
原
判
決
は
、
①
国
Φ
冨
の
谷
保
護
団
体
の
目
的
が
商
業
開
発
計
画
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
う
る
環

境
破
壊
か
ら
住
民
の
利
益
を
守
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
②
〉
。
・
需
9
団
体
の
目
的
が
、
建
築
上
の
ま
た
は
自
然
上
の
財
産
、
環
境
お
よ
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び
生
活
環
境
を
侵
害
す
る
可
能
性
の
あ
る
不
動
産
計
画
全
体
に
対
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
使
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、

③
本
工
事
が
行
政
裁
判
所
に
よ
る
執
行
停
止
決
定
に
違
反
し
て
開
始
さ
れ
、
そ
の
遂
行
が
明
ら
か
に
違
法
な
状
態
を
構
成
す
る
こ
と
、

を
理
由
に
原
告
二
団
体
の
差
止
請
求
を
認
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
破
殿
院
は
、
①
被
告
会
社
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
建
築
計
画
が
、

原
告
団
体
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
る
利
益
に
ど
の
よ
う
な
侵
害
を
も
た
ら
し
う
る
の
か
原
判
決
が
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ

び
、
②
建
築
許
可
が
行
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
無
効
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
か
ら
原
判
決
に
は
法
的
根
拠
が
な
い
と
し
て
、
原
判
決
を

破
棄
し
た
。

32巻3・4号126

　
2
　
刑
事
裁
判
所
へ
の
訴
権

　
加
害
行
為
が
犯
罪
（
一
昌
診
O
臨
O
コ
）
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
害
者
は
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
民
事
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
被
害
者
は
付
帯
私
訴
と
し
て
刑
事
裁
判
所
に
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
環
境
破
壊
あ
る
い
は
環
境
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
刑
事
裁
判
所
に
付
帯
私
訴
を
提
起
す
る
こ
と
の
利
益
は
、
公
訴
提
起
を
義
務

的
に
し
て
刑
事
裁
判
を
開
始
す
る
こ
と
に
あ
り
、
付
帯
私
訴
の
提
起
は
検
察
の
無
気
力
を
克
服
す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
、
と
指
摘
さ

　
　
　
（
2
7
＞

れ
て
い
る
。

　
付
帯
私
訴
を
提
起
で
き
る
の
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
直
接
に
生
じ
た
損
害
を
個
人
的
に
（
需
話
。
ヨ
巴
①
3
。
巳
被
っ
た
も
の
で
あ
る
（
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
（
兇
）

事
訴
訟
法
典
二
条
一
項
）
。
特
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
特
定
の
団
体
が
付
帯
私
訴
を
提
起
で
き
る
も
の
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
典
は
団

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

体
と
犯
罪
を
列
挙
し
て
い
る
。
環
境
団
体
は
刑
事
訴
訟
法
典
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
。
環
境
法
典
L
一
四
二
一
二
条
が
環
境
団
体
に
付

帯
私
訴
を
提
起
す
る
資
格
を
認
め
て
い
る
。
霊
。
霞
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
例
外
措
置
が
定
め
ら
れ
た
理
由
は
、
直
接
か
つ
個
人
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

な
損
害
の
証
明
が
環
境
団
体
に
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。



フランスの環境団体訴権

　
環
境
法
典
L
一
四
ニ
ー
二
条
↓
項
は
、
①
同
法
典
L
一
四
一
－
一
条
に
従
っ
て
認
証
を
得
た
環
境
団
体
、
②
認
証
を
得
た
漁
業
団
体

お
よ
び
養
魚
団
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
県
連
合
会
、
な
ら
び
に
、
③
認
証
を
得
た
漁
民
団
体
に
次
の
要
件
の
も
と
に
付
帯
私
訴
の
資

格
を
認
め
る
。
第
一
は
、
加
害
者
の
行
為
が
、
こ
れ
ら
の
団
体
が
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
集
団
的
利
益
を
直
接
ま
た
は
間

接
に
侵
害
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
の
要
件
億
、
そ
の
行
為
が
、
自
然
お
よ
び
環
境
の
保
護
に
関
す
る
規
定
、
生

活
環
境
の
改
善
に
関
す
る
規
定
、
水
、
大
気
、
土
壌
お
よ
び
景
観
の
保
護
に
関
す
る
規
定
、
都
市
計
画
に
関
す
る
規
定
、
ま
た
は
、
汚

染
お
よ
び
公
害
の
防
止
に
関
す
る
規
定
、
な
ら
び
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
の
た
め
の
規
則
（
8
蓉
。
）
に
違
反
す
る
犯
罪
を
構
成
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　
同
条
二
項
は
、
認
証
を
得
て
い
な
い
環
境
団
体
の
う
ち
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
五
年
以
上
前
に
法
人
格
を
取
得
し
て
い
る

団
体
に
付
帯
私
訴
の
資
格
を
認
め
る
。
そ
の
団
体
が
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
亡
し
て
い
る
集
団
的
利
益
を
直
接
ま
た
は
間
接
に
侵
害
す

る
行
為
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
要
件
に
変
わ
り
は
な
い
が
、
同
項
は
、
団
体
と
加
害
行
為
と
の
両
面
か
ら
限
定
し
、
二
種
類
の
団
体
が

付
帯
私
訴
を
提
起
で
き
る
も
の
と
す
る
。
第
一
は
、
環
境
法
典
L
二
一
一
－
一
条
に
規
定
さ
れ
た
利
益
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
擁
護
す

る
こ
と
を
定
款
に
よ
っ
て
定
め
て
い
る
団
体
で
あ
る
。
同
条
は
、
「
水
お
よ
び
水
環
境
」
の
章
の
最
初
の
条
文
で
あ
る
が
、
以
下
の
利

益
を
規
定
し
て
い
る
。
①
水
生
生
態
系
、
景
観
お
よ
び
湿
地
の
保
全
、
②
地
表
水
、
地
下
水
ま
た
は
領
海
内
の
海
水
の
保
護
お
よ
び
水

質
汚
濁
の
防
止
、
③
こ
れ
ら
の
水
質
の
改
善
お
よ
び
浄
化
、
④
水
源
の
開
発
お
よ
び
保
護
、
な
ら
び
に
、
⑤
経
済
的
財
と
し
て
の
水
の

価
値
を
高
め
る
こ
と
お
よ
び
そ
の
配
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
利
益
の
擁
護
を
定
款
上
の
目
的
と
し
て
い
る
団
体
は
、
水
に
関
す
る
規
定

に
違
反
す
る
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
付
帯
私
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
は
、
環
境
法
典
L
五
↓
］
1
↓
条
に
規
定
さ
れ
た
利

益
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
擁
護
す
る
こ
と
を
定
款
に
よ
っ
て
定
め
て
い
る
団
体
で
あ
る
。
同
条
は
、
「
環
境
保
護
の
観
点
か
ら
の
指
定

施
設
」
の
章
の
最
初
の
規
定
で
あ
る
が
、
以
下
の
こ
と
に
つ
い
て
危
険
ま
た
は
不
都
合
を
も
た
ら
し
得
る
施
設
を
指
定
施
設
と
す
る
。
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①
良
好
な
相
隣
関
係
、
②
健
康
、
安
全
お
よ
び
公
衆
衛
生
、
③
農
業
、
④
自
然
お
よ
び
環
境
の
保
護
、
な
ら
び
に
、
⑤
景
観
、
歴
史
的

建
造
物
お
よ
び
考
古
学
的
財
産
の
保
存
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
利
益
の
擁
護
を
定
款
上
の
目
的
と
し
て
い
る
団
体
は
、
指
定
施
設
に
関
す

る
規
定
に
違
反
す
る
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
付
帯
私
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
付
帯
私
訴
に
よ
る
環
境
団
体
の
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
た
と
え
ば
破
殿
院
刑
事
部
一
九
九
九

　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

年
三
月
二
三
日
判
決
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
告
人
が
責
任
者
で
あ
る
鶏
の
畜
殺
場
か
ら
大
量
の
ア
ン
モ
ニ
ア
塩
を
含
有
す
る
廃

水
が
排
出
さ
れ
、
川
を
汚
染
し
、
さ
ら
に
下
流
の
川
も
汚
染
し
た
。
二
つ
の
環
境
団
体
が
損
害
賠
償
を
求
め
て
付
帯
私
訴
を
提
起
し
た
、

と
い
う
事
案
で
あ
る
。
原
判
決
が
汚
染
面
積
｝
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
｝
フ
ラ
ン
の
割
合
で
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
団
体
の
損
害
賠
償
請
求

を
認
め
た
の
に
対
し
て
、
被
告
人
が
上
告
し
、
上
告
理
由
の
概
要
は
、
環
境
団
体
が
被
っ
た
具
体
的
な
損
害
を
原
判
決
が
認
定
せ
ず
に

損
害
賠
償
請
求
を
認
容
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
孤
島
院
は
、
上
告
理
由
が
付
帯
私
訴
原
告
の
被
っ
た
損
害
の
重
大
性
に
関
し
て
事

実
審
の
専
権
に
属
す
る
評
価
を
問
題
に
す
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
理
由
に
、
上
告
を
退
け
た
。

　
こ
の
判
決
は
付
帯
私
訴
を
提
起
で
き
る
と
い
う
手
続
法
上
の
権
利
だ
け
で
な
く
、
損
害
賠
償
請
求
権
と
い
う
実
体
法
上
の
権
利
も
環

境
団
体
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
霊
。
弓
は
、
名
目
的
な
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
た
例
と
し
て
こ
の

判
決
を
引
用
し
た
う
え
で
、
損
害
賠
償
と
し
て
環
境
団
体
に
交
付
さ
れ
る
金
銭
が
自
然
環
境
の
回
復
に
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

と
の
立
場
か
ら
、
判
例
を
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
環
境
の
回
復
の
た
め
に
特
定
の
環
境
団
体
に
賠
償
金
を
交
付
す
る
こ
と

に
つ
い
て
判
例
は
「
般
的
に
反
対
の
態
度
を
示
し
て
お
り
、
環
境
団
体
が
自
然
環
境
の
回
復
を
定
款
上
の
義
務
と
し
て
宣
言
し
て
い
る

と
き
に
は
判
例
は
よ
り
容
易
に
損
害
賠
償
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
自
然
環
境
の
回
復
を
定
款
上
規
定
す
る
環
境
団
体
は
ま
れ
で
あ

る
か
ら
、
環
境
団
体
は
精
神
的
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
に
と
ど
め
る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
。
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四
　
共
同
代
理
訴
権

　
共
同
代
理
訴
権
は
、
環
境
団
体
が
損
害
を
被
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
他
人
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、
そ
の
他
人
の
代
理
人
と
し
て

環
境
団
体
が
訴
え
を
提
起
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
環
境
法
典
L
一
四
ニ
ー
三
条
が
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
。

　
特
定
で
き
る
（
凶
二
8
ρ
藁
瓜
）
自
然
人
が
同
一
人
の
行
為
に
よ
り
共
通
の
原
因
で
個
人
的
な
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、
環
境
法
典
L
一

四
一
－
一
条
に
基
づ
き
認
証
を
得
た
環
境
団
体
は
、
被
害
者
を
代
理
し
て
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
の
損
害
は
、

環
境
団
体
の
付
帯
私
訴
を
規
定
す
る
環
境
法
典
L
一
四
ニ
ー
二
条
に
規
定
さ
れ
た
範
囲
の
も
の
に
限
ら
れ
る
。

　
認
証
を
得
た
環
境
団
体
が
共
同
代
理
訴
権
を
行
使
す
る
に
は
、
被
害
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
人
か
ら
委
任
を
受
け
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
そ
の
委
任
は
書
面
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
認
証
を
得
た
環
境
団
体
は
、
あ
ら
ゆ
る
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
付
帯
私
訴
に
つ
い
て
は
、
共
同
代
理

訴
権
に
よ
る
環
境
団
体
の
付
帯
私
訴
に
よ
っ
て
被
害
者
自
身
の
付
帯
私
訴
の
権
利
が
行
使
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

フランスの環境団体訴権

五
　
ま
と
め
に
代
え
て

　
環
境
団
体
の
訴
権
と
し
て
は
、
環
境
団
体
固
有
の
訴
権
と
と
も
に
共
同
代
理
訴
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
、
訴
訟
遂
行
の
能

力
と
適
格
性
を
備
え
た
も
の
と
し
て
環
境
団
体
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
認
め
ら
れ

た
環
境
団
体
の
実
質
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
で
も
同
様
の
制
度
の
導
入
を
考
え
る
際
に
は
、
確
認
の
必
要
が
あ
る
で
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あ
ろ
う
。

　
環
境
団
体
に
固
有
の
訴
権
で
は
、
行
政
裁
判
所
に
お
け
る
完
全
裁
判
訴
訟
に
関
す
る
訴
権
、
民
事
裁
判
所
に
お
け
る
損
害
賠
償
請
求

訴
権
、
お
よ
び
、
刑
事
裁
判
所
に
お
け
る
付
帯
私
訴
に
関
す
る
訴
権
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
訴
権
で
は
、
環
境
団
体
は
固
有
の
損

害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
民
事
裁
判
所
お
よ
び
刑
事
裁
判
所
に
お
け
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
損
害
賠
償

請
求
に
関
す
る
一
般
原
則
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
完
全
裁
判
訴
訟
に
お
い
て
も
、
そ
の
判
断
基
準
は
民
法
の
原
則
と
概

ね
↓
致
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
訴
権
に
お
い
て
は
、
損
害
の
要
件
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
点
に
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。

　
個
人
的
な
損
害
に
還
元
で
き
な
い
損
害
を
考
え
る
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
環
境
団
体
訴
権
は
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、

判
例
に
現
れ
た
事
案
す
べ
て
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
損
害
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
環
境
損

害
以
外
に
も
個
人
的
な
損
害
に
還
元
で
き
な
い
損
害
が
あ
る
が
、
環
境
団
体
訴
権
に
つ
い
て
の
判
例
を
一
般
化
で
き
る
か
ど
う
か
慎
重

に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
環
境
団
体
の
訴
権
が
参
加
原
則
と
い
う
環
境
法
の
原
理
か
ら
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
環
境
団
体
訴
権
に
限
っ
た
特
殊
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
環
境
団
体
訴
権
は
、
個
人
的
な
損
害
に
還
元
で
き
な
い
損
害
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る

環
境
損
害
か
ら
は
み
出
す
も
の
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
損
害
の
賠
償
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
参
考
に

な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
解
決
は
、
被
害
者
が
特
定
で
き
な
い
た
め
に
、
加
害
者
が
損
害
賠
償
義
務
を
免
れ
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
を

回
避
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
環
境
団
体
が
賠
償
金
を
活
動
資
金
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
活
動
を
通
じ
て
環
境
を
享

受
し
て
い
る
住
民
等
が
利
益
を
得
る
と
い
う
枠
組
み
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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フランスの環境団体訴権

注
（
1
）
滝
沢
正
『
フ
ラ
ン
ス
法
第
二
版
」
三
省
堂
（
こ
○
○
こ
年
）
「
七
九
頁
。

（
2
）
　
滝
沢
・
前
掲
書
二
〇
二
頁
。

（
3
）
　
≦
。
7
色
弟
田
ご
拶
騨
。
胃
O
。
一
．
窪
〈
ぎ
嘗
。
ヨ
9
r
鵯
巴
‘
O
”
＝
o
N
噸
卜
。
8
再
呈
ユ
ト
。
刈
0
3

（
4
）
環
境
団
体
訴
権
を
参
加
原
則
に
位
置
づ
け
て
い
な
い
教
科
書
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
教
科
書
と
し
て
、
た
と
え
ば
次
の
も
の
が
あ
る
。
写
一
ξ
窟
∩
F
－

　
　
〉
■
O
ご
昌
［
O
貝
9
0
剛
巳
。
一
．
9
ぐ
ぎ
昌
。
ヨ
魯
戸
団
富
骨
義
・
一
墓
・

　
　
　
二
〇
〇
〇
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
環
境
法
典
が
整
備
さ
れ
た
。
法
律
の
部
（
男
巨
。
寂
。
。
乾
2
ぞ
。
）
第
一
巻
（
［
ぞ
判
型
鴨
）
第
二
部
（
↓
貯
。
口
）

　
　
「
情
報
提
供
お
よ
び
市
民
参
加
」
第
「
章
（
9
畳
器
嶺
）
「
環
境
保
護
団
体
の
認
証
」
に
環
境
団
体
に
つ
い
て
の
規
定
が
置
か
れ
、
続
い
て
第
二
章

　
　
（
∩
匿
且
幕
目
）
「
環
境
団
体
の
訴
権
」
に
環
境
団
体
訴
権
に
つ
い
て
の
規
定
が
置
か
れ
た
。

（
5
）
　
当
該
行
政
処
分
を
し
た
行
政
官
（
部
局
）
に
対
す
る
申
立
δ
8
温
酒
σ
。
ヨ
。
δ
隻
と
、
当
該
行
政
処
分
を
し
た
行
政
官
（
部
局
）
の
上
位
の
行
政
官
（
部

　
　
局
）
に
対
す
る
申
立
§
o
壽
三
爪
膚
。
三
看
。
と
が
あ
る
。
こ
の
不
服
申
立
は
、
法
的
な
理
由
だ
け
で
な
く
、
当
該
行
政
処
分
が
時
宜
を
得
て
い
な
い
と

　
　
か
、
あ
る
い
は
、
行
政
上
の
配
慮
に
欠
け
る
と
か
と
い
っ
た
理
由
で
も
、
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
ぎ
墜
難
く
頃
閃
0
9
』
o
彗
≦
〉
＝
Z
団
．
O
「
o
冨

　
　
巴
a
募
冨
二
鴨
し
Q
。
。
巴
‘
O
巴
一
〇
N
．
悼
8
ρ
昌
。
b
。
8
）
。

（
6
）
謡
力
O
糞
≦
≧
』
乙
田
．
。
，
9
・
自
。
卜
。
一
一
●

（
7
）
　
謹
◎

（
8
）
圏
≦
影
0
9
≦
≧
」
蓄
響
。
や
。
帥
β
ゆ
昌
。
漣
ω
。

（
9
）
卍
く
男
0
9
≦
〉
『
呂
．
。
や
。
F
目
。
漣
O
■

（
1
0
）
国
≦
舅
0
2
≦
≧
し
蓄
b
唱
。
凶
r
昌
。
卜
。
ミ

（
1
1
）
誤
”
0
9
≦
≧
L
2
戸
。
や
。
貫
葛
謹
鉾

（
1
2
）
　
ぎ
一
◎
　
な
お
、
○
国
ゆ
ω
一
8
ρ
一
8
P
ω
着
目
。
讐
伽
。
自
註
霧
。
O
①
。
。
。
昏
欝
x
α
。
一
国
穿
「
雪
。
p
男
8
‘
”
心
O
卜
。
が
5
1
用
さ
れ
て
い
る
が
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
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（
1
3
）
行
政
機
関
と
環
境
団
体
と
が
協
定
を
結
び
、
環
境
団
体
が
そ
の
履
行
を
請
求
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
を
請
求

　
　
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
完
全
裁
判
訴
訟
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
協
定
が
締
結
さ
れ
て
い

　
　
る
例
が
あ
る
か
ど
う
か
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
協
定
の
効
力
に
つ
い
て
も
検
討
の
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
4
）
　
卍
く
団
”
0
2
乏
≧
」
Z
団
・
o
マ
畠
；
葛
b
。
◎
。
一
■

（
1
5
）
　
彰
団
”
0
9
乏
≧
」
Z
団
曜
。
や
9
f
葛
馨
．

（
1
6
）
謡
力
0
9
≦
〉
⊆
Z
団
．
o
や
9
2
昌
。
卜
。
Q
。
N
　
な
お
、
役
務
過
失
（
ざ
融
ロ
8
紆
器
ヨ
8
）
と
公
役
務
の
過
失
と
が
伝
統
的
に
区
別
さ
れ
て
き
た
。
前

　
　
者
は
特
定
の
職
員
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
全
体
に
お
い
て
よ
く
整
え
ら
れ
て
い
な
い
行
政
機
関
の
集
団
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
を
特
定

　
　
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
職
員
個
人
は
法
的
紛
争
の
外
に
お
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は

　
　
必
要
が
な
い
、
と
し
て
い
る
。

（
1
7
）
　
”
”
鵠
第
．
o
ワ
。
凶
f
昌
。
三
⑤

（
1
8
）
「
轄
舅
・
o
や
。
凶
デ
昌
。
竃
N

（
1
9
）
Ω
ぐ
●
冤
b
刈
ヨ
巴
6
胡
・
ゆ
巳
「
9
＜
；
一
り
誤
』
・
昌
。
一
刈
野
，
二
刈
■

（
2
0
）
Ω
《
’
錦
N
Q
。
塁
邑
一
8
。
。
．
ロ
コ
島
」
8
ω
’
月
回
。
一
ま
・
マ
。
。
P
　
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
原
告
団
体
（
漁
業
組
合
お
よ
び
流
域
保
護
委
員
会
）
が
行
政
機

　
　
関
を
代
行
し
、
指
定
施
設
に
対
し
て
義
務
的
許
可
証
を
公
布
す
る
こ
と
お
よ
び
改
善
を
命
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
管
轄
を
も
っ
て
お
り
、
し
か
も
、
原
告

　
　
団
体
以
外
に
そ
れ
ら
に
つ
き
管
轄
を
も
っ
て
い
る
機
関
ま
た
は
団
体
が
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
あ
っ
た
。

（
2
1
）
哨
§
嶋
。
ぴ
↓
。
駄
．
写
葭
唱
需
g
．
一
∋
響
9
く
く
＄
冨
O
口
魯
ρ
ロ
3
騨
。
鳳
≦
冨
ゆ
。
σ
＝
o
。
9
。
臥
§
。
・
．
誓
禽
●
曽
O
巴
o
N
．
b
。
8
G
n
．
葛
0
8
．
な
お
、
損
害
に
つ
い
て
個

　
　
人
的
（
需
「
8
ヨ
。
ご
で
あ
る
と
い
う
性
格
は
、
直
接
性
の
要
件
か
ら
派
生
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
中
で
扱
わ
れ
て
い
る
（
口
。
『
O
ω
）
。

（
2
2
∀
望
＝
‘
口
し
。
一
一
メ
や
雪

（
2
3
）
未
公
刊
。
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。
『
ξ
”
ミ
を
乏
宅
盆
。
。
弊
§
零
。
。
2
＜
．
旧
く

（
2
4
）
　
未
公
刊
。
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。
7
目
で
…
ミ
芝
ミ
ξ
圏
o
o
。
一
書
6
垢
面
。
＝
メ
ミ
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（
2
5
）
　
未
公
刊
。
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。
ぽ
言
“
き
ヨ
ミ
」
貢
ぎ
§
日
露
タ
ミ

（
2
6
）
　
未
公
刊
。
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。
，
言
ミ
≦
5
ミ
け
。
。
一
霞
5
6
や
ぴ
◎
o
＝
ざ
ミ

（
2
7
）
剛
刃
田
q
押
。
や
6
F
昌
。
＝
葵

（
2
8
）
　
同
項
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　
　
．
ド
．
8
二
8
。
三
τ
窪
鼠
で
き
8
昌
曾
二
〇
ヨ
ヨ
薗
。
。
0
8
ロ
。
・
似
℃
匿
巨
9
，
巳
P
量
ま
＝
”
8
巷
0
8
目
冨
く
〇
三
8
巷
窯
巨
。
具
位
δ
房
8
ロ
×
O
巳
8
一

　
『
♂
o
弓
。
＝
o
ヨ
〇
三
。
・
2
幣
艮
含
鳥
。
∋
日
品
。
島
g
8
ヨ
。
夏
。
帥
島
似
一
碧
一
．
剛
爵
ま
p
．
．

（
2
9
）
　
刑
事
訴
訟
法
典
二
条
の
↓
か
ら
二
条
の
二
〇
ま
で
の
条
文
で
、
特
定
の
団
体
が
特
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
付
帯
私
訴
を
提
起
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て

　
　
い
る
。

（
3
0
）
爵
d
戸
曾
6
剛
r
昌
エ
一
器
・

（
3
1
）
　
未
公
刊
。
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。
7
9
”
ミ
≦
芝
乏
言
笹
爵
5
0
0
血
。
薯
’
迂

（
3
2
）
剛
雷
§
四
‘
超
。
許
富
。
＝
輿

フランスの環境団体訴権

【
付
記
】

　
本
稿
は
、
社
団
法
人
商
事
法
務
研
究
会
「
平
成
一
五
年
度
世
界
各
国
の
環
境
法
制
に
係
る
比
較
法
調
査
報
告
書
一
環
境
法
制
基
本
問
題
の
比
較

調
査
一
」
（
平
成
一
六
年
三
月
）
に
掲
載
し
た
も
の
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

13332巻3・4号


